
京都市土地改良事業補助金交付規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和２年３月３１日 

京都市長 門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市土地改良事業補助金交付規則の一部を改正する規則 

京都市土地改良事業補助金交付規則の一部を次のように改正する。 

別表基盤整備事業の項中「８０」を「７５」に改める。 

第１号様式注以外の部分，第２号様式，第３号様式，第４号様式及び第５号様式中「あ

て先」を「宛先」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市土地改良事業補助金交付規則の規定は，この規則の施

行の日以後の申請に係る補助金について適用し，同日前の申請に係る補助金については，

なお従前の例による。 

（産業観光局農林振興室農林企画課） 
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